
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
県
税
等
の
収
納
事
務
の
委
託 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　

　

二

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
に
関
す
る
告
示
内
容
の
掲
示 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

三

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

　

三

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

四

 
公

告

〇
予
算
の
公
表 

（
財　

政　

課
）　

　

五

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を

　

行
う
医
療
機
関
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

六

 
教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

六

 
監
査
委
員

〇
財
政
的
援
助
団
体
等
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表 

七

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
税
等
の

収
納
事
務
を
平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
し
た
税
目

　

１　

納
税
通
知
書
に
よ
り
賦
課
徴
収
す
る
次
の
税
目

　
　
　

自
動
車
税

　
　
　

不
動
産
取
得
税

　
　
　

個
人
事
業
税

　
　
　

鉱
区
税

２　

前
号
に
掲
げ
る
税
目
の
ほ
か
、
納
付
額
又
は
納
入
額
が
確
定
し
た
徴
収
金
を
、
納
付
書
、
督
促
状
、
催
告
書
及

び
減
額
通
知
書
に
よ
り
徴
収
す
る
次
の
税
目

　
　
　

法
人
県
民
税

　
　
　

法
人
事
業
税

　
　
　

県
民
税
利
子
割

　
　
　

県
た
ば
こ
税

　
　
　

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

　
　
　

自
動
車
取
得
税

　
　
　

軽
油
引
取
税

　
　
　

特
別
地
方
消
費
税

　
　
　

料
理
飲
食
等
消
費
税

　
　
　

県
民
税
配
当
割

　
　
　

株
式
等
譲
渡
所
得
割

　
　
　

産
業
廃
棄
物
税

二　

委
託
の
相
手
方

　
　

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五
丁
目
四
百
二
十
一
番
地　

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

　
　

茨
城
県
土
浦
市
小
松
二
丁
目
十
三
番
一
号　

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
ス
パ
ー
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス

　
　

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地　

株
式
会
社
セ
ー
ブ
オ
ン

　
　

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号　

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ

　
　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目
一
番
地　

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

　
　

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八　

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

　
　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一
番
一
号　

国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株
式
会
社

　
　

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
八
番
七
号　

株
式
会
社
エ
ー
エ
ム
・
ピ
ー
エ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン

　
　

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号　

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン
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東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
一
番
一
号　

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

　
　

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
日
本
大
通
十
七
番
地　

株
式
会
社
ス
リ
ー
エ
フ

　
　

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
一
丁
目
七
番
三
十
四
号　

株
式
会
社
コ
コ
ス
ト
ア

　
　

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
三
丁
目
二
十
番
二
十
七
号　

株
式
会
社
セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

　
　

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一
番
地　

株
式
会
社
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス

　
　

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一　

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

三　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
付
け
森
整
第
百
二
十
八
号
で
関
係
者
あ
て
通
知
し
た

と
こ
ろ
、
次
の
者
は
、
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
東
松
島

市
役
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

東
松
島
市
大
曲
字
沼
尻
一
一
の
二
、
一
二
の
一
か
ら
一
二
の
三
ま
で
、
一
二
の
六
、
一
三
、
一
四
の
一
、
一
五
の

一
、
字
土
手
下
南
一
六
九
の
四
か
ら
一
六
九
の
六
ま
で
、
一
七
〇
の
二
、
一
七
〇
の
三
、
一
七
一
の
一
、
一
七
二
の

二
、
一
八
一
の
一
、
字
下
台
一
二
七
の
一
か
ら
一
二
七
の
八
ま
で

二　

所
在
が
不
分
明
で
あ
る
者
の
住
所
氏
名

　
　

桃
生
郡
鷹
来
村
一
二
九
番
地　

葛
西
慶
蔵

　
　

桃
生
郡
鷹
来
村
一
六
七
番
地　

相
沢
喜
代
治

　
　

桃
生
郡
鷹
来
村
一
四
〇
番
地　

津
田
傳
五
郎

　
　

桃
生
郡
鷹
来
村
一
四
〇
番
地　

相
沢
七
之
丞

　
　

桃
生
郡
鷹
来
村
一
五
八
番
地　

津
田
勝
蔵

　
　

桃
生
郡
鷹
来
村
一
四
三
番
地　

津
田
勘
兵
衛

　
　

桃
生
郡
鷹
来
村
一
八
九
番
地　

岩
井
健
治

　
　

桃
生
郡
鷹
来
村
一
五
〇
番
地　

小
山
廣
吉

　
　

桃
生
郡
鷹
来
村
一
八
九
番
地　

岩
井
永
作

三　

通
知
の
内
容

　

一
の
森
林
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号
で
告
示
し
た
と
お
り
保
安
林
の

指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。
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実
施
年
月
日

平
成
二
十
年

七
月
七
日

　

同
七
月
八
日

　

同
七
月
九
日

　

同
七
月
十
日

　

同
七
月
十
一
日

　

同
七
月
十
五
日

　

同
七
月
十
六
日

実　

施　

区　

域

本

吉

郡

本

吉

町

本

吉

郡

本

吉

町

本

吉

郡

南
三
陸
町

本

吉

郡

南
三
陸
町

本

吉

郡

南
三
陸
町

牡

鹿

郡

女

川

町

牡

鹿

郡

女

川

町

大

谷

小

泉

津

谷

歌

津

志

津

川

志

津

川

全

域

全

域

検
査
受
付
時
間

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
三
十
分
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

実

施

の

場

所

本
吉
町
大
谷
公
民
館

本
吉
町
民
総
合
体
育
館

歌
津
保
健
セ
ン
タ
ー

志
津
川
公
民
館

戸
倉
公
民
館

女
川
町
公
民
館

女
川
町
公
民
館

認
証
番
号

百
十
一

品　

目

し
そ
巻
き

（
み
そ
）

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

七
福
代
表　

佐
々
木
米
子

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

七
福

製
造
所
等
の
所
在
地

大
崎
市
三
本
木
字
西
沢
一
八－

一

〇



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
六
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

越
河
角
田
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
六
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

新
田
米
山
線

三　

道
路
の
区
域

 

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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変

更

の

区

間

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
大
蔵
字
中
柳
沢
六
〇
番
六
地

先
か
ら

同
町
大
張
大
蔵
字
中
ノ
内
五
一
番
四
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

六
・
五
〜

 

一
六
・
〇

一
〇
・
〇
〜四
二
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

三
六
九
・
〇

三
六
九
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

登
米
市
迫
町
新
田
字
滝
四
三
番
三
地
先
か
ら

同
市
同
町
新
田
字
舘
林
五
八
番
三
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

前
Ａ

　

Ａ
後　

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〜

 

二
一
・
〇

一
二
・
五
〜

 

三
九
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

六
一
六
・
〇

六
一
六
・
〇

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

　

Ｂ

一
三
・
〇
〜

二
八
・
〇

四
九
七
・
〇

い
う
。

区
域
の
名
称

新
湯
沢
３

佐
藤
沢

松
山
沢
１

松
山
沢
２

下
町
の
沢
１

福
沢

上
町

内
林

黄
金
迫
北

木
売
沢

中
山
沢

滝
の
原
沢

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

土
石
流

土
石
流

土
石
流

区　

域　

の　

所　

在　

地

白
石
市
小
原
字
新
湯
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
小
原
字
伊
勢
原
道
上
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
崎
市
松
山
字
千
石
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

大
崎
市
松
山
字
千
石
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
字
下
町（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
字
福
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
字
涌
谷（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
字
涌
谷（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
字
涌
谷（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
若
柳
武
鎗
字
清
水
ヶ
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

栗
原
市
栗
駒
文
字
字
中
山
日
向
（
次
の
図
の

と
お
り
）

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
字
滝
ノ
原
（
次
の
図
の
と

お
り
）

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項次
の
図
の
と

お
り

次
の
図
の
と

お
り

次
の
図
の
と

お
り

縦　
覧　
場　
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
大
河
原
土
木

事
務
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事

務
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事

務
所
栗
原
地
域
事

務
所



 

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
指
定
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

第1964号　平成20年６月６日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

小
深
田
沢
２

新
山
前
沢
１

新
山
前
沢
１

新
山
前
沢
２

湯
の
沢

屋
敷
田
前

町
館
の
１

館
下
の
２

竹
の
浦
１
号

沢竹
の
浦
２
号

沢
の
１

竹
の
浦
２
号

沢
の
２

竹
の
浦
４
号

沢竹
の
浦
３
号

沢山
畑
の
２

山
畑
の
３

山
畑
の
４

山
畑
の
５

川
の
上
の
３

川
の
上
の
４

竹
浦
の
１

竹
浦
の
２

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

栗
原
市
栗
駒
松
倉
字
小
深
田
平
（
次
の
図
の

と
お
り
）

栗
原
市
栗
駒
鳥
沢
字
新
山
前
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
栗
駒
鳥
沢
字
新
山
前
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
栗
駒
鳥
沢
字
新
山
前
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
栗
駒
鳥
沢
字
湯
ノ
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
金
成
赤
児
字
屋
敷
田
前
（
次
の
図
の

と
お
り
）

栗
原
市
若
柳
武
鎗
字
町
舘
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
金
成
有
壁
字
館
下
（
次
の
図
の
と
お

り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
字
竹
浦（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
字
竹
浦（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
字
竹
浦（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
字
竹
浦（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
字
竹
浦（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
小
船
越
字
山
畑（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
小
船
越
字
山
畑（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
小
船
越
字
山
畑（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
小
船
越
字
山
畑（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
小
船
越
字
山
畑（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
小
船
越
字
志
戸（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
竹
浦
字
竹
浦
（
次
の
図
の
と

お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
竹
浦
字
竹
浦
（
次
の
図
の
と

お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
東
部
土
木
事

務
所

竹
浦
の
２
の

２竹
浦
の
３

竹
浦
の
４

大
徳
寺
沢

加
茂
沢

参
口
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

土
石
流

土
石
流

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
竹
浦
字
竹
浦
（
次
の
図
の
と

お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
竹
浦
字
竹
浦
（
次
の
図
の
と

お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
竹
浦
字
竹
浦
（
次
の
図
の
と

お
り
）

登
米
市
津
山
町
横
山
字
本
町
（
次
の
図
の
と

お
り
）

登
米
市
津
山
町
横
山
字
本
町
（
次
の
図
の
と

お
り
）

登
米
市
津
山
町
横
山
字
本
町
（
次
の
図
の
と

お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
東

部
土
木
事
務
所
登

米
地
域
事
務
所

区
域
の
名
称

小
原
温
泉
沢

下
戸
沢

花
舘
沢

下
町
の
沢
２

小
深
田
沢
１

柳
津
本
町
沢

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

区　

域　

の　

所　

在　

地

白
石
市
小
原
字
湯
元
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
小
原
字
西
愛
宕
下
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
松
山
字
千
石
花
舘
（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
字
下
町
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
栗
駒
松
倉
字
小
深
田
平
（
次
の
図
の
と
お
り
）

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
本
町
（
次
の
図
の
と
お
り
）

縦　
覧　
場　
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
大
河
原
土
木

事
務
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事

務
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事

務
所
栗
原
地
域
事

務
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮



　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
指
定
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 

公

告

〇
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
専
決
処
分
し
た
平
成
十
九
年
度
宮
城
県
一
般
会
計
補
正
予
算
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第
２
表
地
方
債
補
正

（5）　 平成20年６月６日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1964号　　 

本
町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
津
山
町
横
山
字
本
町
（
次
の
図
の
と
お
り
）

城
県
東
部
土
木
事

務
所
登
米
地
域
事

務
所

平
成
19年

度
宮
城
県
一
般
会
計
補
正
予
算

第
１
表
　
歳
入
予
算
補
正

計
補
　
正
　
額

補
正
前
の
額

項
款

千
円

千
円

千
円

１
 
 県

税
283,810,000

1,310,000
282,500,000

87,656,000
560,000

87,096,000
１
 
 県

民
税

75,719,000
420,000

75,299,000
２
 
 事

業
税

36,215,000
△
 �
�
 
60,000

36,275,000
３
 
 地
方
消
費
税

8,512,000
280,000

8,232,000
４
 
 不
動
産
取
得
税

5,155,000
20,000

5,135,000
５
 
 県
た
ば
こ
税

835,000
△
 �
�
 
20,000

855,000
６
 
 ゴ
ル
フ
場
利
用
税

34,922,000
0

34,922,000
７
 
 自
動
車
税

7,343,000
140,000

7,203,000
９
 
 自
動
車
取
得
税

26,540,000
△
 �
�
 
50,000

26,590,000
10 

 軽
油
引
取
税

521,000
20,000

501,000
12 

 核
燃
料
税

175,440,459
238,000

175,202,459
５
 
 地
方
交
付
税

175,440,459
238,000

175,202,459
１
 
 地
方
交
付
税

5,830,001
132,000

5,698,001
10 

 財
産
収
入

4,630,377
132,000

4,498,377
２
 
 財
産
売
払
収
入

17,112,205
△
 �
 2,854,000

19,966,205
12 

 繰
入

金

16,802,368
△
 �
 2,854,000

19,656,368
１
 
 基
金
繰
入
金

61,580,173
61,000

61,519,173
14 

 諸
収

入

4,061,000
61,000

4,000,000
５
 
 収
益
事
業
収
入

89,747,744
1,113,000

88,634,744
15 

 県
債

89,747,744
1,113,000

88,634,744
１
 
 県

債

795,072,204
0

795,072,204
歳

入
合

計

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

起
債
の

目
　
的

償
還
の

方
法

利
率

起
債
の

方
法

限
度
額

償
還
の
方
法

利
率

起
債
の

方
法

限
度
額

千
円

千
円

総
務
債

補
正

前
と

同
じ
。

補
正

前
と

同
じ
。

補
正

前
と

同
じ
。

33,466,444
１
　
30年

以
内
償
還（
据
置

期
間
を
含
む
。）。

た
だ
し
，
借

入
先
の
融
通

条
件
が
あ
る

と
き
は
こ
れ

に
よ
る
。

２
　
県
財
政
の

都
合
に
よ
り

償
還
年
限
の

短
縮
，
繰
上

償
還
又
は
低

利
借
換
え
を

す
る
こ
と
が

で
き
る
。

年
7.5

パ
ー
セ

ン
ト
以

内

１
　
証
書

借
入
又

は
証
券

発
行
に

よ
る
。

　
　
証
券

発
行
の

場
合
の

発
行
価

格
は
，

額
面
100

円
に
つ

き
95円
以
上
と

す
る
（

　
他
の
地

方
公
共

団
体
と

32,353,444



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
立
支
援
医
療
の

う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
号

第1964号　平成20年６月６日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）
　
の
共
同

発
行
を

含
む
。）。

　
　
た
だ

し
，
発

行
価
格

が
額
面

金
額
を

下
回
る

と
き
は
，

そ
れ
ぞ

れ
の
発

行
価
格

差
減
額

を
う
め

る
た
め

必
要
な

金
額
を

そ
れ
ぞ

れ
の
限

度
額
に

加
算
し

た
金
額

を
限
度

額
と
す

る
。

２
　
翌
年

度
へ
繰

越
起
債

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

89,747,744
88,634,744

計

名　
　
　

称

有
限
会
社
フ
ジ
薬
局

ペ
ガ
サ
ス
薬
局
本
店

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
湊
町
二－

三－

八

石
巻
市
鋳
銭
場
一－

九

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

ペ
ガ
サ
ス
薬
局
鹿
ノ
又
店

西
條
調
剤
専
門
薬
局

本
町
保
険
薬
局

宇
都
宮
薬
局

株
式
会
社
小
野
寺
薬
局

か
ど
の
わ
き
薬
局

た
ち
ま
ち
薬
局

マ
ル
イ
チ
薬
局

た
か
ぎ
薬
局
広
渕
店

友
愛
薬
局
有
限
会
社

イ
オ
ン
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー

石
巻
東
店
薬
局

有
限
会
社
う
め
も
と
薬
局

う
め
も
と
メ
デ
ィ
カ
ル
薬
局

有
限
会
社
キ
ク
ユ
ウ
薬
局

お
い
で
薬
局

株
式
会
社
こ
ぐ
ま
薬
局

わ
か
ば
薬
局

た
か
ぎ
薬
局
矢
本
店

石
巻
市
鹿
又
字
八
幡
前
五

石
巻
市
中
央
一－

十
四－

十

石
巻
市
門
脇
町
一－

一－

五

石
巻
市
小
船
越
字
堤
下
二
十
九

石
巻
市
相
野
谷
字
飯
野
川
町
二
十
一

石
巻
市
大
街
道
南
五－

四－

四
十
三

石
巻
市
穀
町
一－

二
十
四

石
巻
市
山
下
町
一－

七－

二
十
三

石
巻
市
広
渕
字
町
南
一
二
百
九
十
四－

三

石
巻
市
蛇
田
字
東
道
下
四
十
八－

四

石
巻
市
流
留
字
勺
一－

一

石
巻
市
湊
町
四－

四－

七

石
巻
市
鋳
銭
場
五－

三
十
一

石
巻
市
立
町
一－

二－

一

石
巻
市
相
野
谷
字
飯
野
川
町
六
十
四－

一

東
松
島
市
小
松
字
若
葉
七－

十
二

東
松
島
市
矢
本
字
鹿
石
前
百
三－

三

東
松
島
市
矢
本
字
南
浦
七
十
七－

二

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日



　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日　

午
後
二
時

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

第
三
一
八
回
宮
城
県
議
会
議
案
に
対
す
る
意
見
に
つ
い
て

　

２　

県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
へ
の
諮
問
案
に
つ
い
て

　

３　

宮
城
県
教
育
振
興
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

４　

県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

５　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

６　

高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

１　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

監
査
委
員
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〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
７
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
，
宮
城

県
知
事
等
か
ら
同
条
第
12項

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
条
同
項
の
規
定
に

基
づ
き
公
表
す
る
。

　
　
平
成
20年

６
月
６
日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
畠
　
　
山
　
　
和
　
　
純
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
袋
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

   
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
谷
地
森
　
　
涼
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
20年

２
月
15日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
20年

４
月
18日

　
　
教
育
委
員
会
委
員
長
　
　
平
成
20年

４
月
18日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
�
　
団
体
名
　
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
宮
城
県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
管
理
運
営
業
務
に
お
い
て
，
指
定
管
理
者
基
本
協
定
書
に
規
定
さ
れ
る

区
分
経
理
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
及
び
当
該
業
務
に
係
る
決
算
報
告
書
の
計
数
の
根
拠
が
明
確
に
な
っ
て
い
な

い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
事
業
区
分
及
び
計
数
の
根
拠
を
明
確
に
し
て
経
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

　
区
分
経
理
に
つ
い
て
は
，
宮
城
県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
指
定
管
理
者
基
本
協
定
書
第
12条

の
と
お
り

訂
正
し
，
事
業
区
分
と
計
数
に
つ
い
て
も
，
根
拠
を
明
確
に
整
備
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

　
今
後
，
県
費
の
区
分
経
理
を
明
確
に
行
い
，
決
算
報
告
書
の
計
数
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

　
税
務
申
告
書
と
決
算
報
告
書
で
は
経
費
の
と
ら
え
方
に
違
い
が
あ
っ
た
の
で
，
税
務
署
と
調
整
の
上
，
申
告

の
修
正
も
含
め
て
対
応
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

　
�
　
団
体
名
　
社
団
法
人
宮
城
県
農
業
公
社

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

ア
　
出
資
金
を
下
回
る
正
味
財
産
，
当
期
一
般
正
味
財
産
増
減
額
の
マ
イ
ナ
ス
計
上
及
び
経
常
収
益
の
減
少
傾

向
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
現
状
を
正
し
く
認
識
の
上
，
公
社
機
能
が
十
分
発
揮
で
き
る
よ
う
，
具
体
的

な
経
営
改
善
計
画
を
策
定
し
，
そ
の
着
実
な
推
進
を
図
り
，
財
務
内
容
の
健
全
化
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

イ
　
農
地
保
有
合
理
化
関
連
事
業
に
お
い
て
，
未
収
金
縮
減
に
努
力
し
て
い
る
も
の
の
，
な
お
延
滞
未
収
金
が

認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

 ウ
　
退
職
給
付
引
当
金
及
び
売
買
損
失
引
当
金
の
計
上
不
足
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
適
正
に
計
上
す
る
必
要
が

あ
る
。
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�
　
措
置
の
内
容

ア
　
当
該
団
体
に
お
い
て
，
財
務
内
容
の
健
全
化
を
図
る
た
め
，
平
成
20年

１
月
に
中
期
経
営
改
善
計
画
を
策

定
し
た
。
今
後
は
，
計
画
内
容
の
着
実
な
実
行
に
つ
い
て
進
行
管
理
し
，
計
画
改
善
に
向
け
た
指
導
・
助
言

を
継
続
し
て
い
く
。

イ
　
法
的
措
置
を
含
め
，
未
収
金
の
回
収
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
，
定
期
的
に
進
捗
状
況
を
把
握
し

な
が
ら
，
今
後
も
収
納
促
進
に
努
め
る
よ
う
指
導
・
助
言
を
継
続
し
て
い
く
。

ウ
　
中
期
経
営
改
善
計
画
の
実
行
に
よ
り
財
務
内
容
の
健
全
化
を
図
り
，
早
期
に
「
引
当
金
取
扱
要
領
」
に
基

づ
い
た
引
当
金
の
計
上
を
行
う
よ
う
指
導
・
助
言
を
行
う
。

　
�
　
団
体
名
　
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

ア
　
不
適
切
な
評
価
基
準
を
用
い
た
有
価
証
券
（
株
式
）
の
評
価
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
す
る
必
要
が
あ

る
。

イ
　
未
収
金
管
理
の
不
徹
底
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

ア
　
林
業
公
社
に
お
い
て
，
保
有
す
る
株
式
の
評
価
額
の
記
載
の
方
法
に
つ
い
て
，
今
後
検
討
し
，
改
善
す
る

よ
う
指
導
す
る
。

イ
　
林
業
公
社
に
お
い
て
，
過
年
度
に
お
け
る
未
収
金
の
計
上
に
誤
り
を
発
見
し
，
修
正
し
た
も
の
で
，
今
年

度
か
ら
未
収
金
の
補
助
簿
を
整
理
す
る
な
ど
し
て
，
誤
り
が
な
い
よ
う
指
導
す
る
。

　
�
　
団
体
名
　
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
　
精
算
未
了
の
修
繕
預
り
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
確
認
の
上
，
適
切
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

　
会
計
科
目
上
，
収
益
に
計
上
す
べ
き
も
の
を
預
り
金
に
計
上
し
た
も
の
で
あ
り
，
指
摘
後
に
振
替
処
理
す
る

よ
う
指
導
し
た
。

　
�
　
団
体
名
　
株
式
会
社
仙
台
港
貿
易
促
進
セ
ン
タ
ー

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

ア
　
繰
越
欠
損
金
の
増
加
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
オ
フ
ィ
ス
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
，
ホ
ー
ル
等

施
設
の
利
用
率
向
上
の
た
め
の
具
体
的
方
策
等
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
，
経
営
改
善
計
画
の
着
実
な
推
進
を

図
り
，
財
務
内
容
の
健
全
化
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

イ
　
オ
フ
ィ
ス
賃
料
等
に
お
い
て
，
延
滞
売
掛
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
収
納
促
進
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

ア
　
平
成
19年

度
末
時
点
で
貸
オ
フ
ィ
ス
へ
の
入
居
率
は
75.9％

と
な
り
，
さ
ら
に
平
成
20年

９
月
の
ア
ウ
ト

レ
ッ
ト
モ
ー
ル
オ
ー
プ
ン
に
よ
り
，
入
居
率
の
さ
ら
な
る
向
上
を
目
指
す
よ
う
指
導
し
た
。
ま
た
，
会
社
に

お
い
て
は
，
財
務
内
容
の
改
善
を
図
る
べ
く
平
成
19年

６
月
に
物
流
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
賃
料
の
値
上
げ
を
行
っ

て
い
る
。
経
費
節
減
や
オ
フ
ィ
ス
の
入
居
率
向
上
等
に
よ
る
更
な
る
財
務
内
容
の
健
全
化
に
努
め
る
よ
う
指

導
し
た
。

イ
　
延
滞
売
掛
金
が
発
生
し
て
い
る
企
業
に
対
し
，
返
済
計
画
を
作
成
さ
せ
る
と
と
も
に
，
定
期
的
に
訪
問
す

る
な
ど
相
手
方
の
状
況
を
常
に
把
握
し
，
収
納
促
進
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
た
。

　
�
　
団
体
名
　
財
団
法
人
宮
城
県
母
子
福
祉
連
合
会

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
宮
城
県
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
事
業
収
支
決
算
書
に
不
適
正
な
表
示
及
び
計
数
が
認
め
ら
れ
た
の

で
，
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

ア
　
平
成
20年

度
か
ら
支
出
内
容
に
応
じ
た
支
出
科
目
に
予
算
を
計
上
し
，
適
正
な
予
算
執
行
を
行
う
よ
う
指

導
す
る
。

イ
　
平
成
20年

度
か
ら
受
講
者
負
担
金
（
ヘ
ル
パ
ー
受
講
）
の
実
習
費
の
送
金
等
に
係
る
費
用
は
，
県
の
委
託

料
で
賄
い
事
業
費
の
役
務
費
に
計
上
し
，
受
講
者
か
ら
徴
収
さ
せ
な
い
よ
う
指
導
す
る
。

ウ
　
平
成
19年

度
以
降
に
係
る
法
人
住
民
税
等
に
つ
い
て
は
，
当
該
年
度
内
の
予
算
で
支
出
す
る
よ
う
指
導
す

る
。

　
　
な
お
，
指
摘
の
あ
っ
た
平
成
18年

度
法
人
住
民
税
70千

円
に
つ
い
て
は
，
平
成
19年

度
の
予
算
お
よ
び
決

算
に
計
上
す
る
よ
う
指
導
す
る
。

　
�
　
団
体
名
　
財
団
法
人
み
や
ぎ
婦
人
会
館

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
宮
城
県
婦
人
会
館
管
理
運
営
業
務
に
お
い
て
，
県
の
承
諾
の
な
い
第
三
者
委
託
契
約
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，

改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

　
指
定
管
理
を
委
託
す
る
段
階
で
，
宮
城
県
婦
人
会
館
管
理
運
営
業
務
に
係
る
協
定
書
の
遵
守
す
べ
き
事
項
に

つ
い
て
，
受
託
者
に
認
識
を
促
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
今
後
，
適
正
な
事
務
処
理
が
行
え
る
よ
う
指
導
し
て
参
り
た
い
。


